
３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書 

 

子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとって極め

て重要なことから、「教育は未来への先行投資」であることが多くの国民の共

通認識となっている。 

日本は、ＯＥＣＤ諸国に比べて、１学級当たりの児童生徒数や教員１人当た

りの児童生徒数が多く、日本の小中学校で、３１人以上の学級に在籍する児童

生徒の割合は、文科省調査によれば、小学校５４％、中学校８２％となってい

る。子どもたちは、様々な価値観や個性・ニーズを持っており、小１プロブレ

ム・中１ギャップへの対応も必要となっている。一人ひとりの子どもに丁寧な

対応を行うためには、一クラスの学級規模を引き下げる必要がある。 

保護者へのアンケートによると、「保護者が思う適正な一クラスの児童生徒

数」は、３０人：４５．４％、２５人：２０．５％、２０人：１６．０％、３

５人：８．４％の順となっており（日本の教育を考える１０人委員会、０７年

保護者アンケート）、保護者も３０人以下学級を望んでいることは明らかであ

り、国民の願いである。このことから、ＯＥＣＤ諸国並みの教育環境を整備す

るために、標準定数法を改正し、国の財政負担と責任で学級編制を３０人以下

とすべきである。 

教育予算についてＧＤＰに占める教育費の割合は、日本はＯＥＣＤ諸国の中

でトルコについで下位から２番目となっている（ＧＤＰに占める教育費の割

合：ＯＥＣＤ平均４．９％、日本３．３％ＯＥＣＤインディケーター０９年版）。

また、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国負担割合は２分の１

から３分の１に引き下げられ、自治体財政を圧迫している。 

将来を担う子どもたちへの教育は極めて重要であり、子どもたちが全国どこ

に住んでいても教育の機会均等が担保され、教育水準が維持向上されるように

施策を講じる必要がある。 

こうした観点から、２０１１年度政府の概算要求に向けて下記事項の実現に

ついて、政府に強く要望する。 

記 

 

１ 昨年行われた総選挙の際の各党のマニフェストや政策集に位置づいている、

少人数学級を推進すること。具体的学級規模は、ＯＥＣＤ諸国並みのゆたか

な教育環境を整備しるため、３０人以下学級とすること。 

２ 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度

の堅持とともに国負担割合を２分の１に復元すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

２０１０年（平成２２年）６月２２日 

 

                       高 砂 市 議 会    


